
敷地条件等について①

■敷地条件①

（都市計画図）
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○西宮中学校周辺は、第一種低層
住居専用地域に指定。
（１０ｍの絶対高さ制限あり）

○容積率１００％、建ぺい率５０％

○第１種高度地区に指定

○敷地南西角に都市計画道路あり
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敷地条件等について②
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都市計画で高度制限が定められており、西宮中学校周
辺は第１種高度地区に指定されています。
⇒その場合、５ｍ＋真北方向の水平距離×０．６

の範囲に建物を収める必要があります。

西宮中学校周辺では、平均地盤面から1.5mの高さの水平
面上の日影が規制され、敷地境界線の外側５ｍから１０ｍ
の間とその外側でそれぞれ規制時間が、３時間、２時間と
なります。


